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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年１月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年１１月３日 ０５時４４分ごろ 

発生場所 高知県室戸
む ろ と

市室戸岬南方沖 

 室戸岬灯台から真方位１７６°３.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°１１.１′ 東経１３４°１０.８′） 

事故の概要 貨物船碧南
へきなん

丸は東北東進中、また、漁船神
しん

龍
りゅう

丸は南南東進中、両

船が衝突した。 

神龍丸は、甲板員が死亡し、船長が軽傷を負い、右舷船尾部外板の

擦過傷等を生じ、また、碧南丸は、球状船首左舷部に擦過痕を生じ

た。 

事故調査の経過 令和３年１１月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 碧南丸、１,９８９トン 

   １３７１１２、株式会社テクノ中部（船舶所有者）、上野トラ

ンステック株式会社（船舶所有者）、三洋海運株式会社（船舶

所有者、船舶管理人）、碧南マリン株式会社（Ａ社）（船舶借入

人） 

   ８５.００ｍ×１４.５０ｍ×７.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,２０６kＷ、平成１３年１０月２５日 

Ｂ 漁船 神龍丸、４.９トン 

ＫＯ３－１５８６３（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.４７ｍ（Lr）×３.１２ｍ×１.３４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２１３kＷ（動力漁船登録票による）、昭和 

６０年７月３１日 

第２８２－１０３８７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５８歳 

   三級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 平成１１年１月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成３０年８月２２日 

    免状有効期間満了日 令和６年１月２６日 

Ｂ 船長Ｂ ２５歳 
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一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 令和２年９月４日 

    免許証交付日 令和２年９月４日 

           （令和７年９月３日まで有効） 

  甲板員Ｂ ５８歳 

   海技免状等 なし 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 死亡 １人（甲板員Ｂ）、軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 球状船首左舷部に擦過痕 

Ｂ 右舷船尾部外板に擦過傷、左舷船尾部ブルワークに亀裂、操舵ス

タンド上部脱落 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 ０.５ｍ、潮汐 高潮時、 

潮流 北流約０.５ノット（kn） 

日出時刻：１１月３日０６時２６分ごろ（高知－浦戸） 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか１０人が乗り組み、空船状態で、令和３年１１

月２日１５時４５分ごろ愛知県衣
きぬ

浦
うら

港に向けて山口県徳山
とくやま

下松
くだまつ

港を出

航し、土佐
と さ

湾を約１３kn の速力（対地速力、以下同じ。）で室戸岬南

方沖約３Ｍの変針場所へ向け、東北東進した。 

船長Ａは、１１月３日０５時２３分ごろ、昇橋し、前直の航海士か

ら、Ａ船の左舷船首方にある室戸市室戸岬港から漁船が出航し始めて

いる旨の引継ぎを受け、甲板員１人（以下「甲板員Ａ」という。）と

共に当直についた。 

船長Ａは、さんご
．．．

漁船が日出前に出航することを経験上承知してお

り、自動操舵により針路０６０°（真針路、以下同じ。）に定めて航

行中、０５時３４分ごろ６Ｍレンジのレーダーで左舷船首方にＢ船の

映像を認めた。 

船長Ａは、Ｂ船の動静を確認したところ、Ｂ船の方位に変化がな 

かったので、Ｂ船の後方に続々と漁船が出航している中、０５時３６

分ごろ、Ｂ船接近までの時間を長くする目的で自動操舵の針路を右に

転じて針路０７５°とした。 

船長Ａは、０５時３９分ごろ、夜間では、音響信号よりも発光信号

の方が他船の注意を喚起するのに有効と考え、船橋内左舷からＢ船に

向けて昼間信号灯による発光信号を行った。 

船長Ａは、Ｂ船の方位が変わらず接近することを認めたが、いずれ

Ｂ船がＡ船を避けてくれると期待し、同じ針路及び速力で航行したと

ころ、Ｂ船が左舷船首方至近に迫ったので、Ｂ船に向けて再度昼間信

号灯による発光信号を行うとともに、甲板員Ａに右舵一杯を指示し

た。 

Ａ船は、右回頭を開始しながら、０５時４４分ごろ船首部とＢ船の
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右舷船尾部外板とが衝突した。 

船長Ａは、衝撃や音を感じなかったので、Ｂ船が船首部至近を無事

に通過したと思ったが、Ａ船の右舷方で転覆しているＢ船を認め、甲

板員ＡにＡ船の乗組員を呼びに行かせ、速力を減じ、海上保安庁に 

１１８番通報した。 

船長Ａは、転覆したＢ船の周囲で漂泊しながら、Ｂ船の周囲に集 

まった漁船がＢ船の乗組員を救助する状況を海上保安庁に連絡した。 

Ａ船は、来援した巡視艇の指示により、自力で高知港に向かい、錨

泊した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、１１月３日０５時１０分

ごろ、さんご
．．．

漁の目的で‘小
こ

出
で

ノ瀬と称する室戸岬南南東方沖約 

７.５Ｍの漁場’（以下「本件漁場」という。）に向けて室戸岬港を出

発した。 

船長Ｂは、舵輪の前に設置された椅子に腰を掛け、甲板員Ｂを後部

甲板上に積載した網を入れたかご
．．

の上に座らせ、室戸岬港の防波堤を

通過後、リモコンダイヤルで主機の回転数を調整して速力を約９kn、

針路１６０°の自動操舵に設定した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ｂ船の状況 

 

船長Ｂは、０５時２０分ごろ、室戸岬を左舷に見て通過後、近くを

航行していた漁船との距離が開き、航行の支障となる船舶がいないと

思い、本件漁場まで直進しようと自動操舵の針路を微調整するため、

ＧＰＳプロッター画面に意識を向けていた。 

Ｂ船は、０５時４４分ごろ、右舷船尾部とＡ船の船首部とが衝突し

て左舷を下に転覆した。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、転覆したＢ船の後部甲板海面下に閉じ込め

られた。 

船長Ｂは、何が起きたか理解しないまま、自力で海面下から脱出

し、Ｂ船の船底に上がったのち、甲板員Ｂの所在を探したが見当たら
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ず、携帯電話でさんご
．．．

漁を行う僚船船長に本事故の発生及び救助を依

頼した。 

室戸岬沖で漁を行うさんご
．．．

漁船は、それぞれ、目的とする漁場への

到着時間を調整し、出航中の漁船及び港に待機中の漁船も含め、数十

隻あった。 

Ｂ船の僚船は、専用に使用する無線機によって本事故発生を知り、

概略の位置が伝えられ、直ちにＢ船の救助に向かった。 

船長Ｂは、０６時１１分ごろ１隻の僚船により救助されたのち、室

戸岬漁港へ搬送された。 

別の２隻の僚船船長は、甲板員Ｂが周囲に見当たらず、行方不明で

ある状況を考慮して、Ｂ船に閉じ込められていると判断し、海中に入

り、Ｂ船の海面下に閉じ込められていた甲板員Ｂを船外に救出し、 

０６時５５分ごろさらに別の２隻の僚船に搬送を依頼した。 

Ｂ船は、巡視艇によって室戸岬漁港にえい
．．

航され、その他多くの僚

船によってＢ船から流出した漁具等が回収された。 

甲板員Ｂは、０７時２０分ごろ室戸岬漁港に搬送されたのち、０８

時２６分ごろ救急搬送された病院で死亡が確認され、死因が溺死と検

案された。 

船長Ｂは、病院で外傷性頸
けい

部症候群等と診断された。 

（付図１ 推定航行経路図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船操舵室、写

真３ Ｂ船、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 室戸岬沖のさんご
．．．

漁は、操業期間が３月１日から５月３１日まで及

び９月１日から１２月３１日までの間で、操業時間が日出時から１４

時までとなっており、また、概略の操業区域が室戸岬灯台南方約２Ｍ

～９.５Ｍの水深２００ｍまでの範囲であった。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ さんご
．．．

漁操業区域（概略） 

 

海上保安庁刊行の本州南・東岸水路誌（書誌第１０１号、令和２年

３月刊行）によれば次のとおり記載されている。 

高知県 

足摺岬 

室戸岬 
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(1) 四国南岸の航路に関して 

室戸岬沖及び足摺岬沖は各方面からの航路の分岐点に当た

り、通航船舶との行会いが多い。また、多数の漁船が操業して

いることもあるので、十分な警戒が必要である。 

(2) 室戸岬沖の変針目標及び変針点 

室戸岬灯台南方約５Ｍ 

船長Ａは、これまでに、漁船等の小型船舶が左舷方から接近する場

合、同漁船等が、Ａ船の船首方を至近で通過し、又は、直前で針路を

変更してＡ船の船尾方を通過した経験が過去に幾度もあったので、Ｂ

船がＡ船を避けてくれると期待してしまったと本事故後に思った。 

船長Ａは、Ｂ船の方位が変わらず接近することを認めた際、Ｂ船が

Ａ船を避けてくれると期待せずに、直ちに避航動作を取るべきであっ

たと本事故後に思った。 

船長Ａは、さ
．
んご
．．

漁の操業期間中には、室戸岬沖の変針場所を更に

南方沖へ設定することも必要だと本事故後に思った。 

Ｂ船は、レーダー及びＡＩＳが搭載されてなかった。 

船長Ｂは、自動操舵の針路調整のためにＧＰＳプロッター画面に意

識が向いており、Ａ船に気付かなかったと本事故後に思った。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、東北東進中、船長Ａが、左舷方から接近するＢ船がＡ船を

避けてくれると期待し、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、これまでに、漁船等の小型船舶が左舷方から接近する場

合、同漁船等が、Ａ船の船首方を至近で通過し、又は、直前で針路を

変更してＡ船の船尾方を通過した経験が過去に幾度もあったことか

ら、Ｂ船がＡ船を避けてくれると期待したものと考えられる。 

船長Ａは、夜間では、音響信号よりも発光信号の方が他船の注意を

喚起するのに有効と考えたことから、Ｂ船に向けて昼間信号灯による

発光信号を行ったものの、Ｂ船を気付かせることができなかったもの

と考えられる。 

Ｂ船は、漁場に向けて南南東進中、船長Ｂが、近くを航行していた

漁船との距離が開いたのを見て航行の支障となる船舶がいないと思

い、本件漁場へ直進しようと自動操舵の針路を微調整するためにＧＰ

Ｓプロッターに意識を向けて同じ針路及び速力で航行を続けたことか

ら、右舷方から接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 
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原因 本事故は、夜間、室戸岬南方沖において、Ａ船が東北東進中、Ｂ船

が南南東進中、船長Ａが、左舷方から接近するＢ船がＡ船を避けてく

れると期待し、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Ｂが、自

動操舵による針路調整のためにＧＰＳプロッターに意識を向けて同じ

針路及び速力で航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策 Ａ社では、海上衝突予防法上の保持船及び避航船を問わず、舵及び

機関を使用して早めに大きく回避することを乗組員に再度周知した。 

船長Ｂが所属する漁業協同組合等のさんご
．．．

漁船の複数の船長は、各

船でＡＩＳを搭載することとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、接近する他船の方位変化が認められない場合、衝突する

おそれがあると判断し、左舷から接近する場合でも直ちに針路及

び速力を変更するなど、衝突回避の措置を採ること。 

・船長は、注意喚起信号を行う際、夜間であっても汽笛を使用する

こと。 

・航行区域が沿海区域である船舶の船長は、さ
．
んご
．．

漁の操業期間中

には、十分に注意して航行するとともに、室戸岬沖の変針場所を

室戸岬沖ＧＰＳ波浪観測灯浮標付近に変更することが望ましい。 

 ・室戸岬沖で漁を行うさんご
．．．

漁船の船長は、多くの航行船舶が室戸

岬沖の変針場所を操業区域内に設定していることから、周囲の航

行船舶の状況を把握することに注意をして航行及び操業するこ

と。 

 ・漁船等小型船舶の船長は、航行中、特定の方向だけに意識を向け

るのではなく、常時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

・漁船等小型船舶の船長は、他船の接近に早期に気付くように、Ａ

ＩＳを装備し、操船及び周囲の見張りに活用することが望まし

い。 
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付図１ 推定航行経路図 
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（令和３年１１月３日  
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船操舵室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位 対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速度 

(kn) 北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

05:35:06 33-10-35.7 134-08-27.8 064.7 064 13.2 

05:36:06 33-10-41.3 134-08-41.8 067.1 065 13.2 

05:37:06 33-10-45.2 134-08-57.5 076.5 074 13.5 

05:38:06 33-10-48.2 134-09-12.9 077.3 074 13.5 

05:39:06 33-10-51.3 134-09-28.8 077.4 075 13.6 

05:40:06 33-10-54.5 134-09-45.0 077.3 075 13.8 

05:41:06 33-10-57.5 134-10-00.7 076.4 074 13.7 

05:42:06 33-11-00.8 134-10-17.0 076.5 073 13.7 

05:43:06 33-11-04.6 134-10-32.2 071.9 067 13.4 

05:44:06 33-11-07.9 134-10-47.8 083.6 095 13.4 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、

船首から６５ｍ、船尾から２０ｍ、左舷から４ｍ、右舷から１１ｍであった。 

また、船首方位及び対地針路は、真方位である。 

 

 


